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白
虎
通
疏
証 

・ 

五
行 

 
こ
こ
で
は
、
清
陳
立
撰
「白
虎
通
疏
証
」巻
二
か
ら
、
「五
行
」を
読
み
下
し
た
。
テ
キ
ス

ト
は
、
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
蔵
の
も
の(18

75

年)

で
あ
る
。 

内
容
に
し
た
が
っ
て
全
体
をⅠ

～Ⅵ

に
分
け
、
さ
ら
に
細
か
い
章
や
段
落
に
分
け

た
。 

 

五
行 

Ⅰ
 

‐ 

１ 

五
行
と
は
何
の
謂
い
ぞ
や
。
金
、
木
、
水
、
火
、
土
を
謂
う
な
り
。
行
と
言
う

者
は
天
を
し
て
氣
を
行
ら
し
む
を
言
わ
ん
と
欲
す
る
義
な
り
。
地
の
天
を
承
く

る
は
、
な
お
妻
の
夫
に
事
え
、
臣
の
君
に
事
う
る
や
、
そ
の
位
を
卑
と
謂
う
が

ご
と
し
。
卑
は
親(

み
ず
か)

ら
視
事(

実
際
の
政
務
を
執
行
す
る)

し
、
故
に
自(
お
の
ず

か)

ら
一
行
に
周(

あ
う
、
合
致
す
る)

い
、
天
に
尊
ば
る
る
な
り
。
尚
書
に
、
一
に
曰

く
水
、
二
に
曰
く
火
、
三
に
曰
く
木
、
四
に
曰
く
金
、
五
に
曰
く
土
と
。 

 Ⅰ
 

‐ 

２ 

五
行
の
方
位 

水
位
は
北
方
に
在
り
、
北
方
は
黃
泉
の
下
に
陰
氣
在
り
、
萬
物
を
養
う
に
任
ず
。

水
は
言
た
れ
ば
淮
な
り
。
陰
は
化
し
て
沾(

う
る
お
す)

濡
し
、
木
を
生(

な)

す
に
任

ず
。
木
は
東
方
に
在
り
。
東
方
は
陰
陽
の
氣
、
始
め
て
動
き
，
萬
物
、
始
め
て

生
ず
。
木
は
言
た
れ
ば
觸
な
り
て
、
陽
氣
、
動
躍
す
。
火
は
南
方
に
在
り
、
南
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方
と
は
陽
の
上
り
在
り
、
萬
物
は
垂
枝(

枝
を
垂
れ
る)

す
。
火
は
言
た
れ
ば
委
隨(

す

な
お
で
大
人
し
い
、
軟
弱)

な
り
て
、
萬
物
を
布
施(

恩
恵
を
ほ
ど
こ
す)

す
る
を
言
う
。
火

の
言
た
れ
ば
化
な
り
て
、
陽
氣
用
事(

用
を
つ
と
め)

し
、
萬
物
、
變
化
す
る
な
り
。

金
は
西
方
に
在
り
、
西
方
と
は
陰
始
め
て
起
り
、
萬
物
禁
止(

自
由
を
う
ば
う
、
軟
禁

す
る)

す
。
金
は
言
た
れ
ば
禁
な
り
。
土
は
中
央
に
在
り
、
萬
物
を
吐(

は
く
、
も
の

を
い
う
、
あ
ら
わ
れ
る)

含(

口
に
ふ
く
む
、
感
情
が
あ
ら
わ
れ
る)

す
る
を
主
る
。
土
は
言
た

れ
ば
吐
な
り
。 

何
ぞ
東
方
の
生
な
る
を
知
る
。
樂
記
に
曰
く
、
春
は
生
、
夏
は
長
、
秋
に
收
、

冬
に
藏
と
。
土
の
名
づ
け
ざ
る
時
の
所
以
は
、
地
、
土
は
別
名
な
り
、
比(

こ
れ
＝

此)

五
行
に
お
い
て
最
も
尊
ば
る
、
故
に
自
ら
居
ら
ざ
る
部
職
な
り
。
元
命
苞
に

曰
く
、「
土
は
無
位
に
し
て
道
在
り
、
故
に
大
一
は
化
に
與
か
ら
ず
。
人
の
主
ど

る
に
任(

ま
か)

せ
ざ
る
部
職
な
り
」
と
。 

 

五
行
者
何
謂
也
。
謂
金
木
水
火
土
也
。
言
行
者
、
欲
言
為
天
行
氣
之
義
也
。
地
之
承
天
、
猶

妻
之
事
夫
、
臣
之
事
君
也
、
謂
其
位
卑
。
卑
者
親
視
事
、
故
自
周
於
一
行
、
尊
於
天
也
。
尚

書
「
一
曰
水
、
二
曰
火
、
三
曰
木
、
四
曰
金
、
五
曰
土
」
水
位
在
北
方
、
北
方
者
陰
氣
在
黃

泉
之
下
、
任
養
萬
物
、
水
之
為
言
淮
也
、
陰
化
沾
濡
任
生
木
。
木
在
東
方
。
東
方
者
陰
陽
氣

始
動
、
萬
物
始
生
。
木
之
為
言
觸
也
、
陽
氣
動
躍
。
火
在
南
方
、
南
方
者
陽
在
上
、
萬
物
垂

枝
。
火
之
為
言
委
隨
也
、
言
萬
物
布
施
。
火
之
為
言
化
也
、
陽
氣
用
事
、
萬
物
變
化
也
。
金

在
西
方
。
西
方
者
陰
始
起
、
萬
物
禁
止
。
金
之
為
言
禁
也
。
土
在
中
央
者
、
主
吐
含
萬
物
。

土
之
為
言
吐
也
。
何
知
東
方
生
。
樂
記
曰
「
春
生
夏
長
秋
收
冬
藏
」
土
所
以
不
名
時
、
地
、

土
別
名
也
、
比
於
五
行
最
尊
、
故
不
自
居
部
職
也
。
元
命
苞
曰
「
土
無
位
而
道
在
、
故
大
一

不
與
化
、
人
主
不
任
部
職
」 

 Ⅰ
 

‐ 

３ 

五
行
の
性
質 

五
行
の
性
、
或
は
上
り
、
或
い
は
下
る
は
何
ぞ
。
火
は
陽
な
り
て
尊
し
、
故
に
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上
る
。
水
は
陰
な
り
て
卑
し
、
故
に
下
る
。
水
は
少
陽
、
金
は
少
陰
、
中
和
の

性
有
り
、
故
に
曲
る
べ
く
直
る
べ
く
、
從
革
な
り
。
土
は
最
も
大
い
な
り
、
物

を
苞
含
し
，
將
に
生
き
ん
と
す
る
も
の
は
出
、
將
に
歸
せ
ん
と
す
る
も
の
は
入

る
、
清
濁
を
嫌
わ
ず
萬
物
の
爲
に
す
。
尚
書
に
曰
く
、
水
は
曰
く
潤
下
、
火
は

曰
く
炎
上
、
気
は
曰
く
曲
直
、
金
は
曰
く
從
革
、
土
は
稼
穡
爰(

＝
爲
、
曰 

た)

り
。 

五
行
の
二
陽
三
陰
な
る
所
以
は
何
ぞ
。
土
は
尊
し
，
尊
き
も
の
は
天
に
配
せ
ば
、

金
木
水
火
の
陰
陽
は
自
か
ら
偶(

つ
り
あ
う
、
匹
敵
す
る)

う
。 

 

五
行
之
性
或
上
或
下
何
。
火
者
陽
也
、
尊
、
故
上
。
水
者
陰
也
、
卑
、
故
下
。
水
者
少
陽
、

金
者
少
陰
、
有
中
和
之
性
、
故
可
曲
可
直
、
從
革
。
土
者
最
大
、
苞
含
物
、
將
生
者
出
者
、

將
歸
者
入
、
不
嫌
清
濁
為
萬
物
。
尚
書
曰
水
曰
潤
下
、
火
曰
炎
上
、
木
曰
曲
直
、
金
曰
從
革
、

土
爰
稼
穡
。
五
行
所
以
二
陽
三
陰
何
。
土
尊
、
尊
者
配
天
、
金
木
水
火
、
陰
陽
自
偶
。 

 Ⅰ
 

‐ 

４ 

五
味 

水
味
の
鹹
な
る
所
以
は
何
ぞ
。
こ
れ
其
の
性
な
り
。
北
方
の
鹹
な
る
所
以
は
，

萬
物
鹹
な
る
か 

(

與
か 

助
詞
、
文
を
整
え
る)

、
堅
き
ゆ
え
ん
な
り
。
五
味
は
な
お

鹹
を
得
て
乃
ち
堅
な
る
ご
と
し
。 

木
味
の
酸
な
る
所
以
は
何
ぞ
。
東
方
は
萬
物
の
生
な
り
て
、
酸
は
達(

タ
ツ 

の
び
る)

生
す
る
な
り
、
五
味
は
な
お
酸
を
得
て
乃
ち
達
せ
る
が
ご
と
し
。 

火
味
の
苦
き
所
以
は
何
ぞ
。
南
方
は
長
養
を
主
る
。
苦
き
は
長
養
す
る
所
以
な

り
。
五
味
は
苦
を
須(

も
ち)

い
、
以
っ
て
養
う
べ
し(

可
以
の
句
法)

。 

金
味
の
辛
き
所
以
は
何
ぞ
。
西
方
煞(

＝
殺)

傷
し
て
物
を
成
す
、
辛
は
煞
傷
す
る

の
所
以
な
り
。
五
味
は
な
お
辛
を
得
て
乃
ち
委(

な
え
る
、
お
と
ろ
え
る)

煞(

こ
ろ
す
、
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そ
こ
な
う)

せ
る
な
り
。 

土
味
の
甘
き
所
以
は
何
ぞ
。
中
央
と
は
中
和
な
る
が
故
に
甘
し
。
五
味
の
な
お

甘
き
を
も
っ
て
主
た
る
ご
と
し
。 

尚
書
に
曰
く
潤
下
は
鹹
を
作
し
、
炎
上
は
苦
を
作
し
、
曲
直
者
酸
を
作
し
、
從

革
は
辛
を
作
し
、
稼
穡
は
甘
を
作
す
、
と
。 

 Ⅰ
 

‐ 

５ 

五
臭 

北
方
そ
の
臭
の
朽
な
る
は
何
ぞ
。
北
方
は
水
に
て
、
萬
物
の
幽
藏
す
る
と
こ
ろ

な
り
、
ま
た
水
は
垢
濁
を
受
け
る
、
故
に
臭
は
腐
朽
な
り
。 

東
方
は
木
な
り
て
萬
物
、
地
中
よ
り
新
た
に
出
ず
る
、
故
に
そ
の
臭
は
膻
な
り
。

南
方
は
水
な
り
て
、
盛
陽
は
動
を
承
け
る
、
故
に
そ
の
臭
は
焦
な
り
。 

西
方
は
金
な
り
て
、
萬
物
、
成
熟
し
始
て
復
諾(

実
っ
て
頭
を
た
れ
る
と
い
う
こ
と
か)

す
、
故
に
そ
の
臭
は
腥
な
り
。 

中
央
は
土
な
り
て
養
を
主
ど
る
、
故
に
そ
の
臭
は
香
な
り
。 

月
令
に
曰
く
、
東
方
は
そ
の
臭
膻
、
南
方
は
そ
の
臭
焦
、
中
央
は
そ
の
其
臭
香
、

西
方
は
そ
の
臭
腥
、
北
方
は
そ
の
臭
朽
、
と
。 

名
の
東
方
と
爲
す
所
以
は
動
の
方
な
り
、
萬
物
始
め
て
動
生
す
る
な
り
。 

南
方
は
任
養
の
方
な
り
て
、
萬
物
、
懷
任
す
る
な
り
。 

西
方
は
遷
の
方
な
り
て
、
萬
物
、
遷
落
す
る
な
り
。 

北
方
は
伏
の
方
な
り
て
、
萬
物
、
伏
藏
す
る
な
り
。 
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水
味
所
以
鹹
何
。
是
其
性
也
。
所
以
北
方
鹹
者
、
萬
物
鹹
與
、
所
以
堅
之
也
、
猶
五
味
得
鹹

乃
堅
也
。
木
味
所
以
酸
何
。
東
方
、
萬
物
之
生
也
、
酸
者
以
達
生
也
、
猶
五
味
得
酸
乃
達
也
。

火
味
所
以
苦
何
。
南
方
主
長
養
、
苦
者
所
以
長
養
也
、
猶
五
味
須
苦
可
以
養
也
。
金
味
所
以

辛
何
。
西
方
煞
傷
成
物
、
辛
所
以
煞
傷
之
也
、
猶
五
味
得
辛
乃
委
煞
也
。
土
味
所
以
甘
何
。

中
央
者
、
中
和
也
、
故
甘
、
猶
五
味
以
甘
為
主
也
。
尚
書
曰
「
潤
下
作
鹹
、
炎
上
作
苦
、
曲

直
作
酸
、
從
革
作
辛
、
稼
穡
作
甘
」
北
方
其
臭
朽
者
何
。
北
方
水
、
萬
物
所
幽
藏
也
、
又
水

者
受
垢
濁
、
故
臭
腐
朽
也
。
東
方
者
木
也
、
萬
物
新
出
地
中
、
故
其
臭
膻
。
南
方
者
水
也
、

盛
陽
承
動
、
故
其
臭
焦
。
西
方
者
金
也
、
萬
物
成
熟
、
始
復
諾
、
故
其
臭
腥
。
中
央
土
也
、

主
養
、
故
其
臭
香
也
。
月
令
曰
「
東
方
其
臭
膻
、
南
方
其
臭
焦
、
中
央
其
臭
香
、
西
方
其
臭

腥
、
北
方
其
臭
朽
」
所
以
名
之
為
東
方
者
、
動
方
也
、
萬
物
始
動
生
也
。
南
方
者
任
養
之
方
、

萬
物
懷
任
也
。
西
方
者
遷
方
也
、
萬
物
遷
落
也
。
北
方
者
伏
方
也
、
萬
物
伏
藏
也
。 

 Ⅱ
  

二
陰
二
陽 

少
陽
は
寅(

正
月)

に
見
わ
る
、
寅
は
演
な
り
て
、
律
は(

十
二
律
の
中
で
は)

太
蔟
※

に

中
る
、
律
の
言
は
率
。
率
氣
は
生
か
し
む
る
所
以
な
り
。
卯
に
盛
ん
に
な
り
て
、

卯
は
茂
な
り
。
律
は
夾
鐘
に
中
る
。
辰
に
衰
え
、
辰
は
震
な
り
。
律
は
姑
洗
※

に
中
る
。 

そ
の
日
は
甲
乙
、
甲
は
萬
物
、
孚(

卵
が
か
え
る
、
は
ぐ
く
む)

甲(

木
の
芽
の
さ
や)

 

※

す
。
乙
は
、
物
、
蕃
屈
し
、
節
、
出
ん
と
欲
す
。
時
は
春
た
り
て
，
春
の
言
た
る

や
鯉
鯉
、
動
な
り
。
位
は
東
方
に
在
り
。
そ
の
色
は
青
、
そ
の
音
、
角
は
氣
の

動
躍
す
る
な
り
。
そ
の
帝
は
太
皞
、
太
皞
は
、
大
起
し
て
萬
物
擾(

み
だ
れ
る)

す

る
な
り
。
そ
の
神
は
、
句
米(

ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
る)

、

句
米
と
は
、
物
の
始
生
、
芒

の
言
た
る
や
萌
な
り
。
そ
の
精
は
青
龍
、
陰
中
の
陽
な
り
。
陰
中
の
陽
な
る
が

故
に
、
太
陽
は
巳
に
於
て
見
る
る
な
り
。
巳
に
於
て
は
、
物
必
ず
起
こ
る
。
律

は
中
呂
に
中
る
。
午
に
壯
盛
な
り
て
、
午
は
物
の
滿
長
に
し
て
、
律
は
蕤
賓
※

に
中
る
。
未
に
衰
え
、
未
は
味
な
り
て
、
律
は
林
鐘
※
に
中
る
。
そ
の
日
は
丙
丁
、
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丙
は
、
そ
の
物
炳(

あ
き
ら
か)

明
、
丁
は
強
な
り
。
時
は
夏
と
な
し
、
夏
の
言
は
大

な
り
。
位
は
南
方
に
在
り
、
そ
の
色
は
赤
。
そ
の
音
は
徵
、
徵
は
止
な
り
て
、

陽
度
の
極
な
り
。
そ
の
帝
は
炎
帝
に
し
て
、
炎
帝
は
太
陽
な
り
。
そ
の
神
は
祝

融
に
し
て
、
續
に
屬(

つ
ら)

な
る
。
そ
の
精
は
朱
鳥
，
離(

霊
鳥)

は
鸞
※
た
り
。 

 

※
太
蔟
タ
イ
ソ
ウ
…
古
代
音
楽
の
十
二
律
の
中
の
一
つ
。
陽
の
六
律
の
第
二
。
正
月
の
別
称
。

律
と
は
音
を
定
め
る
竹
の
長
さ
で
、
そ
の
違
い
に
よ
っ
て
十
二
音
を
定
め
た
。
周
代
に
確
立
。 

※
姑
洗
コ
セ
ン
…
陽
の
六
律
の
第
三
律
。
陰
暦
三
月
の
別
称
。 

※
孚
甲
フ
コ
ウ
…
木
の
芽
の
鞘(

甲)

を
ひ
ら
い
て
、
芽
が
外
に
萌
え
出
る(

孚)

こ
と
。 

※
蕤
賓
ズ
イ
ヒ
ン
…
蕤
ズ
イ
は
、
垂
れ
下
が
っ
て
咲
く
花
。
十
二
律
の
う
ち
の
第
七
律
。 

※
林
鐘
…
陽
の
六
律
の
第
五
。 

※
鸞
ラ
ン
…
鳳
凰
の
一
種
で
、
羽
は
五
色
が
混
ざ
り
、
鳴
き
声
は
五
音
に
適
う
と
い
う
。 

 

少
陽
見
寅
，
寅
者
，
演
也
，
律
中
太
蔟
，
律
之
言
率
，
所
以
率
氣
令
生
也
。
盛
於
卯
、
卯
者
，

茂
也
，
律
中
夾
鐘
；
衰
於
辰
，
辰
震
也
，
律
中
姑
洗
。
其
日
甲
乙
者
，
萬
物
孚
甲
也
；
乙
者
，

物
蕃
屈
有
節
欲
出
。
時
為
春
，
春
之
為
言
鯉
鯉
動
也
。
位
在
東
方
。
其
色
青
。
其
音
角
，
角

者
，
氣
動
躍
也
。
其
帝
太
皞
，
太
皞
者
，
大
起
萬
物
擾
也
。
其
神
句
芒
，
句
芒
者
物
之
始
生
，

芒
之
為
言
萌
也
、
其
精
青
龍
、
陰
中
之
陽
故
。
陰
中
陽
故
、
太
陽
見
於
巳
、
巳
者
物
必
起
、

律
中
中
呂
。
壯
盛
於
午
、
午
物
滿
長
、
律
中
蕤
賓
。
衰
於
未
、
未
味
也
，
律
中
林
鐘
。
其
日

丙
丁
丙
者
、
其
物
炳
明
、
丁
者
強
也
。
時
為
夏
、
夏
之
言
大
也
。
位
在
南
方
。
其
色
赤
。
其

音
徵
、
徵
止
也
，
陽
度
極
也
。
其
帝
炎
帝
、
炎
帝
者
太
陽
也
。
其
神
祝
融
、
屬
續
。
其
精
朱

鳥
，
離
為
鸞
故
。 

  

故
に
少
陰
は
申
に
見
れ
、
申
と
は
身
な
り
て
、
律
は
夷
に
中
れ
ば
則
ち
、
酉
に

壯
ん
な
り
、
酉
は
老
な
る
が
ゆ
え
に
、
物
、
收
斂
す
。
律
は
南
呂
に
中
り
、
戌

に
衰
う
。
戌
は
滅
な
り
て
、
律
は
無
射
に
中
る
。
無
射
と
は
無
聲
な
り
。
そ
の

日
は
庚
辛
、
庚
と
は
、
物
の
庚(

更)

す
る
な
り
。
辛
と
は
、
陰
、
始
め
て
成
る
な

り
。
時
は
秋
た
り
て
、
秋
の
言
は
愁
な
り
。
そ
の
位
は
西
方
、
そ
の
色
は
白
、

そ
の
音
は
商
、
商
と
は
強
な
り
。
そ
の
帝
は
少
皞
、
少
皞
と
は
少
歛
な
り
。
そ
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の
神
は
蓐
收
、
蓐
收
と
は
縮
な
り
。
そ
の
精
は
白
虎
、
虎
の
言
た
る
や
搏
討
な

り
。 

故
に
太
陰
は
亥
に
見
る
、
亥
と
は
彊(

飲
食
し
て
喉
が
む
せ
る
、
つ
ま
る)

な
り
。
律
は
應

鐘
に
中
り
、
子
に
壯
ん
な
り
。
子
と
は
孳(

ジ 

ふ
え
る)

な
り
て
、
律
は
黃
鐘
に
中

る
。
丑
に
衰
え
、
丑
と
は
紐
な
り
て
、
律
は
大
呂
に
中
る
。
そ
の
日
は
壬
癸
、

壬
と
は
陰
の
任
じ
し
む
な
り
、
癸
と
は
揆
度
な
り
。
時
は
冬
た
り
て
、
冬
の
言

た
る
や
終
な
り
。
そ
の
位
は
北
方
に
在
り
て
、
そ
の
音
は
羽
、
羽
の
言
た
る
や

舒(

の
べ
る
、
ゆ
る
や
か
な)

、
萬
物
、
始
め
て
孳
す
を
言
う
。
そ
の
帝
は
顓(

セ
ン 

愚

鈍
な
、
善
良
な
、
独
占
す
る)

頊(

キ
ョ
ク 

つ
つ
し
む)

、
顓
頊
と
は
寒
縮
す
る
な
り
。
そ
の

神
は
元
冥
、
元
冥
と
は
入
冥
な
り
。
そ
の
精
は
元
武
、
掩(
お
お
う
、
さ
え
ぎ
る
、
た
ち

ま
ち)

起
、
離
體(

離
は
と
り
、
鳥
の
か
ら
だ)

、
泉
龜
蛟(

コ
ウ 

み
ず
ち
、
水
中
に
住
み
洪
水
を

掌
る)

珠(

た
ま
、
ド
ブ
ガ
イ
の
中
に
で
き
る
真
珠)

蛤(

コ
ウ 

は
ま
ぐ
り
、
蛙
、
蝦
蟇)
。〔
掩
起
以
下

は
元
武
の
体
に
つ
い
て
の
記
述
の
よ
う
だ
が
不
明
の
点
が
多
く
あ
る
〕 

土
は
中
宮
た
り
て
、
そ
の
日
は
戊
己
、
戊
と
は
茂
な
り
、
己
と
は
屈
起
を
抑
す

る
な
り
。
そ
の
音
は
宮
、
宮
は
中
な
り
。
そ
の
帝
は
黃
帝
、
そ
の
神
は
后
土
。 

 

故
少
陰
見
於
申
、
申
者
身
也
、
律
中
夷
則
壯
於
酉
、
酉
者
老
也
、
物
收
斂
、
律
中
南
呂
。
衰

於
戌
、
戌
者
滅
也
、
律
中
無
射
。
無
射
者
無
聲
也
。
其
日
庚
辛
、
庚
者
、
物
庚(

更)

也
。
辛
者
、

陰
始
成
。
時
為
秋
、
秋
之
言
愁
也
。
其
位
西
方
。
其
色
白
。
其
音
商
、
商
者
強
也
。
其
帝
少

皞
、
少
皞
者
少
歛
也
。
其
神
蓐
收
、
蓐
收
者
縮
也
。
其
精
白
虎
、
虎
之
爲
言
搏
討
也
。 

故
太
陰
見
於
亥
、
亥
者
彊
也
。
律
中
應
鐘
、
壯
於
子
、
子
者
孳
也
、
律
中
黃
鐘
。
衰
於
丑
、

丑
者
紐
也
、
律
中
大
呂
。
其
日
壬
癸
、
壬
者
陰
使(

始)

任
、
癸
者
揆
度
也
。
時
為
冬
、
冬
之
爲

言
終
也
。
其
位
在
北
方
、
其
音
羽
、
羽
之
爲
言
舒
、
言
萬
物
始
孳
。
其
帝
顓
頊
、
顓
頊
者
寒

縮
也
。
其
神
元
冥
、
元
冥
者
入
冥
也
。
其
精
元
武
、
掩
起
離
體
、
泉
龜
蛟
珠
蛤
。
土
爲
中
宮
、

其
日
戊
己
、
戊
者
茂
也
、
己
者
抑
屈
起
。
其
音
宮
、
宮
者
中
也
。
其
帝
黃
帝
、
其
神
后
土
。 
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Ⅲ
 

礼
記
・月
令
に
よ
る
律 

  
(

礼
記)
月
令
に
い
わ
く
、 

十
一
月
は
、
律
に
こ
れ
を
黃
鐘
と
謂
う
は
何
ぞ
。
黄
は
中
和
の
色
、
鐘
は
動
な

り
。
陽
氣
、
黃
泉
の
下
に
お
い
て
動
き
、
萬
物
を
養
う
を
言
う
な
り
。 

十
二
月
は
、
律
に
こ
れ
を
大
呂
と
謂
う
は
何
ぞ
。
大
は
大
な
り
、
呂
と
は
拒
な

り
。
陽
氣
、
出
ん
と
欲
し
て
、
陰
の
許
さ
ざ
る
を
言
う
な
り
。
呂
の
言
た
る
や

拒
な
り
。
旅
は
抑
拒
し
て
、
こ
れ
を
難
く
す
る
な
り
〔
呂
は
脊
柱
の
象
形
で
、

篆
文
で
は
膂
。
呂
＝
旅
で
あ
る
〕
。 

正
月
は
、
律
に
こ
れ
を
太
蔟
と
謂
う
は
何
ぞ
。
太
は
ま
た
大
な
り
、
蔟
と
は
湊

な
り
。
萬
物
の
始
め
て
大
い
に
地
に
湊(

む
か
う
、
あ
つ
ま
る)
い
て
出
ず
る
を
言
う

な
り
。 

二
月
は
、
律
に
こ
れ
を
夾
鐘
と
謂
う
は
何
ぞ
。
夾
は
孚
甲
な
り
て
、
萬
物
の
孚

甲
す
る
を
言
う
。
種
〔
種
は
夾
鐘
の
鐘
を
指
す)

は
類
分
す
る
な
り
。 

三
月
は
、
律
に
こ
れ
を
姑
洗
と
謂
う
は
何
ぞ
。
姑
は
故
な
り
、
洗
と
は
鮮
な
り

て
、
萬
物
皆
、
故
き
を
去
り
て
そ
の
新
し
き
に
就
き
、
鮮
明
な
ら
ざ
る
は
莫
き

な
り
を
言
う
。 

四
月
は
、
律
に
こ
れ
を
仲
呂
と
謂
う
は
何
ぞ
。
陽
氣
ま
さ
に
極
ら
ん
と
し
、
中

充
ち
て
大
な
る
を
言
う
な
り
。
故
に
中
に
復
る
は
、
こ
れ
を
難(

は
ば)

む
な
り
〔
十

二
月
・
呂
者
拒
也
〕
。 

五
月
は
こ
れ
を
蕤
賓(

ず
い
ひ
ん)

と
謂
う
は
何
ぞ
。
蕤
と
は
下
る
な
り
、
賓(

重
要
な
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脚)

と
は
敬(

う
や
ま
う)

な
り
。
言
陽
氣
、
上
り
極
ま
り
、
陰
氣
、
始
め
て
起
こ
る

が
ゆ
え
に
こ
れ
を
賓
敬
す
る
を
言
う
な
り
。 

六
月
は
こ
れ
を
林
鐘
と
謂
う
は
何
ぞ
。
林
と
は
衆(

お
お
い)

な
り
て
、
萬
物
、
成

熟
し
て
、
種(
品
目
・
部
類)

〔
鐘
〕
類(

た
ぐ
い)

、
衆
多
な
り
。 

七
月
は
こ
れ
を
夷
則
と
謂
う
は
何
ぞ
。
夷
は
傷
な
り
、
則
は
法
な
り
。
萬
物
、

始
め
て
傷
ら
れ
、
刑
法
せ
ら
る
を
言
う
な
り
。 

八
月
は
こ
れ
を
南
呂
と
謂
う
は
何
ぞ
。
南
と
は
任
な
り
て
、
陽
氣
、
尚(

く
わ
わ)

り
有
り
て
、
薺(

な
ず
な)

麥
を
生
す
に
任
す
を
言
う
な
り
。
故
に
陰
は
こ
れ
を
拒

む
な
り
。 

九
月
は
こ
れ
を
無
射
と
謂
う
は
何
ぞ
。
射
は
終
な
り
。
萬
物
、
陽
に
隨
い
て
終

り
、
ま
さ
に
復
た
陰
に
隨
い
て
起
こ
り
、
終
已
の
有
る
こ
と
な
き
を
言
う
な
り
。 

十
月
は
こ
れ
を
應
鐘
と
謂
う
は
何
ぞ
。
應
は
應
な
り
、
鐘
は
動
な
り
。
萬
物
、

陽
に
應
じ
て
動
き
、
藏
に
下
る
な
り
。 

 

月
令
十
一
月
、
律
謂
之
黃
鐘
何
。
黄
者
中
和
之
色
、
鐘
者
動
也
。
言
陽
氣
於
黃
泉
之
下
、
動

養
萬
物
也
。 

十
二
月
、
律
之
謂
之
大
呂
何
。
大
者
大
也
、
呂
者
拒
也
。
言
陽
氣
欲
出
、
陰
不
許
也
。
呂
之

爲
言
拒
也
。
旅
抑
拒
難
之
也
。 

正
月
、
律
謂
之
太
蔟
何
。
太
亦
大
也
、
蔟
者
湊
也
。
言
萬
物
始
大
湊
地
而
出
也
。 

二
月
、
律
謂
之
夾
鐘
何
。
夾
者
孚
甲
也
、
言
萬
物
孚
甲
。
種(

鐘)

類
分
也
。 

三
月
、
律
謂
之
姑
洗
何
。
姑
者
故
也
、
洗
者
鮮
也
。
言
萬
物
皆
去
故
就
、
其
新
、
莫
不
鮮
明

也
。 

四
月
謂
之
仲
呂
何
。
言
陽
氣
將
極
、
中
充
大
也
。
故
復
中
難
之
也
。 

五
月
謂
之
蕤
賓
何
。
蕤
者
下
也
、
賓
者
敬
也
。
言
陽
氣
上
極
、
陰
氣
始
起
。
故
賓
敬
之
也
。 

六
月
謂
之
林
鐘
何
。
林
者
衆
也
、
萬
物
成
熟
、
種(

鐘
？)

類
衆
多
也
。 

七
月
謂
之
夷
則
何
。
夷
、
傷
也
。
則
法
也
。
言
萬
物
始
傷
、
被
刑
法
也
。 

八
月
謂
之
南
呂
何
。
南
者
任
也
、
言
陽
氣
尚
有
、
任
生
薺
麥
也
。
故
陰
拒
之
也
。 

九
月
謂
之
無
射
何
。
射
者
終
也
。
言
萬
物
隨
陽
而
終
、
當
復
隨
陰
而
起
、
無
有
終
已
也
。 
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十
月
謂
之
應
鐘
何
。
應
者
應
也
、
鐘
者
動
也
。
言
萬
物
應
陽
而
動
下
藏
也
。 

   Ⅳ
 

‐ 
１ 
五
行
の
相
生 

 

五
行
の
更
ご
も
王
ず
る
所
以
は
何
ぞ
。
そ
の
轉
ず
る
を
以
っ
て
相
生
す
る
が
故

に
、
終
始
有
る
な
り
。
木
は
火
を
生
じ
、
火
は
土
を
ず
る
、
土
は
金
を
生
じ
、

金
は
水
を
生
じ
、
水
は
木
を
生
ず
る
。
是
れ
以
て
木
王
ず
る
と
き
、
火
は
相(

補

佐)

た
り
、
土
は
死
し
、
金
は
囚(

と
ら)
え
、
水
は
休(

や)

む
。
王
の
勝
つ
所
は
、

死
し
囚
わ
れ
る
が
故
に
王
は
休
む
。
木
の
王
ず
る
と
き
火
の
相
た
る
は
何
ぞ
。

お
も
え
ら
く
は
臣
な
り
、
土
の
死
す
る
所
以
は
、
子
は
父
の
た
め
に
仇
に
報
い

れ
ば
な
り
〔
土
剋
水
で
剋
さ
れ
た
水
の
子
で
あ
る
木
は
、
親
の
仇
で
あ
る
土
を

剋
す
る
の
で
あ
る
〕
。
五
行
の
子
は
慎
み
、
物
は
母
に
歸
る
。
木
王
ず
れ
ば
火
は

相
た
り
て
、
金
成
れ
ば
、
そ
れ
火
は
金
を
蔑
く
。
金
は
水
を
生
じ
、
水
は
火
を

滅
す
。
報
ゆ
る
が
そ
の
理
な
り
て
、
火
は
土
を
生
じ
、
土
は
則
ち
水
を
害
す
，

能
く
禦
す
る
こ
と
な
し
。 

  

五
行
所
以
更
王
何
。
以
其
轉
相
生
、
故
有
終
始
也
。
木
生
火
、
火
生
土
、
土
生
金
、
金
生
水
。

水
生
木
。
是
以
木
王
、
火
相
、
土
死
、
金
囚
、
水
休
、
王
所
勝
者
死
囚
、
故
王
者
休
。
木
王

火
相
何
。
以
知
為
臣
、
土
所
以
死
者
、
子
爲
父
報
仇
者
也
。
五
行
之
子
慎
之
物
歸
母
、
木
王

火
相
、
金
成
其
火
蔑
金
。
金
生
水
、
水
滅
火
、
報
其
理
、
火
生
土
、
土
則
害
水
，
莫
能
而
禦
。 
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Ⅳ
 

‐ 

２ 

五
行
の
相
剋 

 

五
行
の
相
い
害
す
る
所
以
と
は
、
天
地
の
性
、
衆
き
は
寡
き
に
勝
つ
、
故
に
水

は
火
に
勝
つ
な
り
。
甞
な
る
は
堅
き
に
勝
つ
が
故
に
火
は
金
に
勝
つ
、
剛
な
る

は
柔
か
き
に
勝
つ
が
故
に
金
は
木
に
勝
つ
、
專
ら
な
る
は
散
ず
る
に
勝
つ
が
故

に
木
は
土
に
勝
つ
、
實
は
虚
に
勝
つ
が
故
に
土
は
水
に
勝
つ
な
り
。
火
陽
は
君

の
象
な
り
。
水
陰
は
臣
の
義
な
り
。
臣
の
そ
の
君
に
勝
つ
所
以
は
何
ぞ
。
此
を

無
道
の
君
と
謂
う
故
に
、
衆
陰
の
害
す
る
所
と
な
る
、
な
お
紂
王
の
ご
と
き
な

り
。
こ
れ
水
を
し
て
得
て
施
行
せ
し
め
、
金
も
っ
て
こ
れ
に
蓋
し
、
土
も
っ
て

こ
れ
に
應
ぜ
し
め
、
温
か
き
を
欲
せ
ば
則
ち
温
く
、
寒(
つ
め
た)

き
を
欲
せ
ば
則

ち
寒
く
、
ま
た
何
れ
に
從
り
て
か
火
を
害(

そ)

ぐ
を
得
ん
や
。
五
行
は
各
の
お
の

陰
陽
あ
り
と
曰
う
、
木
は
火
を
生
せ
ど
も
、
還
り
て
そ
の
母
を
焼
く
は
何
ぞ
。

曰
く
、
金
は
木
に
勝
ち
、
火
は
木
の
爲
に
金
を
害
が
ん
と
欲
す
。
金
は
堅
淮
に

し
て
消(

つ
か)

れ
難
し
、
故
に
母
〔
＝
木
〕
は
遜
體(

＝
木
の
柔
ら
か
い
体)

を
以
っ
て

火
の
金
を
燒
く
を
助
く
。
こ
れ
自
ら
子
を
成
さ
ん
と
欲
す
の
義
な
り
。
ま
た
陽

道
相
い
離
れ
ざ
る
が
故
に
、
兩
盛
火
、
子
を
死
な
し
め
て
こ
れ
を
繼
ぐ
に
及
ぶ
。 

五
行
所
以
相
害
者
、
天
地
之
性
衆
勝
寡
、
故
水
勝
火
也
。
甞
勝
堅
、
故
火
勝
金
、
剛
勝
柔
、

故
金
勝
木
、
專
勝
散
、
故
木
勝
土
、
實
勝
虚
、
故
土
勝
水
也
。
火
陽
、
君
之
象
也
。
水
陰
、

臣
之
義
也
。
臣
所
以
勝
其
君
何
。
此
謂
無
道
之
君
。
故
爲
衆
陰
所
害
、
憑
紂
王
也
。
是
使
水

得
施
行
、
金
以
蓋
之
、
土
以
應
之
、
欲
温
則
温
、
欲
寒
則
寒
、
亦
何
從
得
害
火
乎
。
曰
五
行

各
自
有
陰
陽
、
木
生
火
所
以
還
燒
其
母
何
。
曰
金
勝
木
、
火
欲
爲
木
害
金
。
金
者
堅
淮
難
消
、

故
母
以
遜
體
助
火
燒
金
。
此
自
欲
成
子
之
義
。
又
陽
道
不
相
離
、
故
爲
兩
盛
火
死
子
乃
繼
之
。 
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Ⅴ
 

五
行
の
一
年
に
於
け
る
配
当 

木
の
王
ず
る
七
十
二
日
た
る
所
以
は
何
ぞ
。
土
は
四
季
に
各
の
お
の
十
八
日(

ず
つ)

王
じ
※
、
合
し
て
九
十
日
、
爲
し
て
一
時
、
王
ず
る
こ
と
九
十
日
な
り
。
土
の
四
季
に

王
ず
る
所
以
は
何
ぞ
。
木
は
土
非(

あ
ら)

ざ
れ
ば
生
ぜ
ず
、
火
は
土
非(

あ
ら)

ざ
れ
ば

榮
え
ず
、
金
は
土
非(
あ
ら)

ざ
れ
ば
成
ら
ず
、
水
は
非(

あ
ら)

ざ
れ
ば
高
ま
ら
ず
。
土

は
微(

よ
わ)

る
を
扶
け
、
衰
ゆ
る
を
助
け
て
、
歴(

あ
ま
ね)

く
そ
の
道
を
成
す
。
故
に
五

行
は
更
も
ご
も
王
ず
。
ま
た
土
を
須(
も
ち)

い
る
や
、
四
季
を
王
じ
、
中
央
に
居
り
て

時
を
名
の
ら
ず
。 

五
行
は
何
を
以
っ
て
か
、
同
時
に
丑
を
起
こ
す
を
知
る
。
訖
義
相
生
傳
に
曰
う
、
五

行
は
各
の
お
の
名
を
別
つ
を
以
っ
て
並
び
起
こ
る
と
。 

※
土
は
四
季
の
そ
れ
ぞ
れ
に
十
八
日
ず
つ
旺
ず
る 

木
王
所
以
七
十
二
日
何
。
土
王
四
季
、
各
十
八
日
、
合
九
十
日
、
爲
一
時
王
九
十
日
。
土
所
以
王

四
季
何
。
木
非
土
、
不
生
火
、
非
土
不
榮
金
、
非
土
不
成
水
、
非
土
不
高
土
、
扶
徴
歴
成
其
道
。

故
五
行
更
王
、
亦
須
土
也
。
王
四
季
居
中
央
不
名
時
。
五
行
何
以
知
同
時
起
丑
訖
義
相
生
傳
曰
、

五
行
並
起
各
以
名
別
。 

  Ⅵ
 

‐ 

１  

雑
論 

１ 

 

ａ 

陽
氣
は
陰
を
搬(

サ
イ 

＝
殺 

そ)

ぎ
、
火
中
に
生
物
な
く
、
水
中
に
反
っ
て
生
物

有
る
は
何
ぞ
。
生
く
る
者
は
火
を
内(

お
さ)

め
る
を
以
っ
て
し
、
陰(

水)

も
内
に
在
り
。

故
に(

火
中
で
は)

生
き
ざ
る
な
り
。 

ｂ 

水
火
は
獨
り
一
種
な
る
に
、
金
木
は
多
品
な
る
は
何
ぞ
。
以
爲
へ
ら
く
は
、

南
北
は
陰
陽
の
極
な
り
て
、
そ
の
極
を
得
る
故
に
一
な
り
。
東
西
は
そ
の
極
に
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あ
ら
ざ
る
が
故
に
一
な
ら
ざ
る
な
り
。 

ｃ 
水
木
は
食
う
べ
き
な
る
が
、
金
火
土
は
食
う
べ
か
ら
ざ
る
は
何
ぞ
。
木
は

陽
な
り
て
、
陽
は
生
を
施
す
が
故
に
食
う
べ
き
な
り
。
火
は
陰
内(

う
ち)

に
在
り

て
、
金
は
陰
嗇
晝 

(

＝
吝
リ
ン 

お
し
む 

い
や
し
い)

な
る
が
故
に
食
う
べ
か
ら
ず
。 

ｄ 

火
水
の
人
を
殺
す
所
以
は
何
ぞ
。
水
は
盛
氣
な
る
が
故
に
入
り
て
人
を
殺

し
、
火
は
陰
内
に
在
る
が
故
に
人
を
殺
し
、
水
よ
り
壯
き
な
り
。
金
木
は
微
氣

な
る
が
故
に
自
ら
人
を
殺
す
あ
た
わ
ざ
る
な
り
。
火
そ
の
中
に
入
る
べ
か
ら
ざ

る
は
、
陰
内
に
在
る
な
り
。
入
れ
ば
則
ち
人
を
殺
す
か
な
。
水
土
は
陽
内
に
在

る
が
故
に
そ
の
中
に
入
る
べ
し
。
金
木
は
微
氣
、
精
密
ゆ
え
に
入
る
を
得
る
べ

か
ら
ざ
る
な
り
。 

ｅ 

水
火
は
人
功
を
加
え
用
を
爲
す
べ
か
ら
ざ
る
に
、
金
木
は
人
功
を
加
う
る
は

何
ぞ
。
火
は
盛
陽
、
水
は
盛
陰
な
り
。
氣
盛
ん
な
れ
ば
不
變
な
り
、
故
に
人
功

を
加
え
人
用
を
爲
す
べ
か
ら
ず
。
金
木
は
自
ら
成
る
あ
た
わ
ざ
る
が
故
に
人
の

功
を
加
う
る
を
須
ち
、
以
て
人
用
を
爲
す
な
り
。 

ｆ 

五
行
の
性
は
火
熱
く
水
は
寒
た
し
、
温
水
有
れ
ど
も
、
寒
火
な
き
は
何
ぞ
。

明
臣
は
君
た
る
べ
き
も
、
君
は
更
に
臣
た
る
べ
か
ら
ず
。
五
行
は
常
に
在
る
も
、

火
は
乍(

む
し)

ろ
亡
き
な
る
は
何
ぞ
。
水
は
太
陰
な
り
て
、
刑
者
故
常
在
。
金
は

少
陰
、
木
は
少
陽
な
り
て
、
氣
微(

わ
ず)

か
に
し
て
變
無
き
が
故
に
ま
た
常
に
火

在
り
。
太
陽
は
精
微
、
人
君
の
象
。
像
尊
く
し
て
常
に
藏
れ
る
こ
と
、
な
お
天

子
の
九
重
の
內
に
居
る
が
ご
と
く
、
臣
下
こ
れ
を
衛
る
な
り
。
木
に
藏
す
と
は
、

仁
に
依
る
な
り
。
水
は
金
よ
り
生
ず
、
須
ら
く
人
こ
れ
を
取
り
て
乃
ち
成
す
べ
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し
〔
意
が
不
明
〕
。
陰
は
卑
し
く
し
て
自
ら
成
る
ぬ
た
わ
ざ
る
な
り
。 

ｇ 
木
の
浮
く
所
以
、
金
の
沈
む
所
以
は
何
ぞ
。
子
は
母
か
ら
生
れ
る
義
な
り(

木

は
水
の
子
、
金
は
水
の
母)

。
肝
の
沈
む
所
以
、
肺
の
浮
く
所
以
は
何
ぞ
。
知
有
れ

ば
そ
の
母
を
尊
ぶ
な
り(

肝
の
母
は
水
、
水
の
母
は
肺)

。
一
說
に
は
木
は
金
を
畏
れ
、

金
の
妻
は
庚
〔
金
の
兄 
か
の
え
〕
、
庚
を
受
け
れ
ば
化
す
〔
化
＝
文
化
が
高
い

＝
知
〕
。
木
は
そ
の
本
に
法
り
、
柔
く
し
て
曲
直
す
べ
し
、
故
に
浮
く
な
り
。
肝

は
そ
の
化
に
法
り
、
直
な
る
が
故
に
沈
む
。
五
行
は
皆
、
同
義
な
り
。 

 

陽
氣
陰
搬
火
中
無
生
物
、
水
中
反
有
生
物
何
。
生
者
以
内
火
陰
在
内
。
故
不
生
也
。 

水
火
獨
一
種
、
金
木
多
品
何
。
以
爲
南
北
陰
陽
之
極
也
、
得
其
極
故
一
一
也
。
東
西
非
其
極

也
、
故
非
一
也
。 

水
木
可
食
、
金
火
土
不
可
食
何
。
木
者
陽
、
陽
者
施
生
、
故
可
食
。
火
者
陰
在
內
、
金
者
陰

嗇
晝 (

＝
吝
リ
ン 

お
し
む 

い
や
し
い)

、
故
不
可
食
。 

火
水
所
以
殺
人
何
。
水
盛
氣
也
、
故
入
而
殺
人
、
火
陰
在
內
、
故
殺
人
、
壯
於
水
也
、
金
木

微
氣
、
故
不
能
自
殺
人
也
。
火
可
不
入
其
中
者
、
陰
在
內
也
。
入
則
殺
人
矣
。
水
土
陽
在
內
，

故
可
入
其
中
。
金
木
微
氣
也
、
精
密
不
可
得
入
也
。 

水
、
火
不
可
加
人
功
爲
用
、
金
木
加
人
功
何
。
火
者
盛
陽
、
水
者
盛
陰
者
也
。
氣
盛
不
變
、

故
不
可
加
人
功
爲
人
用
。
金
木
者
不
能
自
成
、
故
須
人
加
功
、
以
爲
人
用
也
。 

五
行
之
性
、
火
熱
水
寒
、
有
温
水
、
無
寒
火
何
。
明
臣
可
爲
君
、
君
不
可
更
爲
臣
。
五
行
常

在
、
火
乍
亡
何
。
水
太
陰
也
、
刑
者
故
常
在
。
金
少
陰
、
木
少
陽
、
微
氣
無
變
、
故
亦
常
在

火
。
太
陽
精
微
、
人
君
之
象
。
像
尊
常
藏
、
猶
天
子
居
九
重
之
內
、
臣
下
衛
之
也
。
藏
於
木

者
、
依
於
仁
也
。
水
自
生
金
、
須
人
取
之
乃
成
、
陰
卑
不
能
自
成
也
。 

木
所
以
浮
、
金
所
以
沈
何
。
子
生
於
母
之
義
。
肝
所
以
沈
、
肺
所
以
浮
何
。
有
知
者
尊
其
母

也
。
一
說
木
畏
金
、
金
之
妻
庚
、
受
庚
之
化
、
木
者
法
其
本
、
柔
可
曲
直
、
故
浮
也
。
肝
法

其
化
、
直
、
故
沈
。
五
行
皆
同
義
。 

  Ⅵ
 

‐ 

２ 
 

雑
論 

２ 

 

１ 

天
子
の
內
に
明
る
く
外
に
昧
き
所
以
、
人
の
外
に
明
る
く
內
に
昧
き
所
以
は

何
ぞ
。
明
天
の
人
は
相
嚮(

む
か
う
、
ひ
び
く)

い
て
治
む
を
欲
す
る
な
り
。

２
行
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に
五
あ
り
時
に
四
あ
る
は
何
ぞ
。
四
時
は
時
を
爲
し
、
五
行
は
節
を
爲
す
、
故

に
木
王
ず
れ
ば
即
ち
こ
れ
を
春
と
謂
い
、
金
王
ず
れ
ば
即
ち
こ
れ
を
秋
と
謂
い
、

土
〔
中
央
＝
王
〕
は
職
に
任
ぜ
ざ
る
を
尊
び
、
君
は
部(

地
方)

に
居
せ
ず
、
故
に

時
に
四
つ
有
る
な
り
。

３
子
の
禪
る(

ゆ
ず
る
、
か
え
る)

を
肯
な
わ
ざ
る
は
、
何

の
法
な
る
や
。
四
時(
四
季)

に
法
れ
ば
火(

夏)

は
土(

土
用)

を
興
こ
さ
ず
、
金

(

秋)

を
興
す
な
り
。

４
父
死
ん
で
子
繼
ぐ
は
何
の
法
な
る
や
。
木
終
り
て
火
王

ず
る(

木
が
枯
れ
て
薪
に
な
る)

に
法
る
な
り
。

５
兄
死
ん
で
弟
及
ぶ
は
〔
兄
の

地
位
に
つ
く
〕
何
の
法
な
る
や
。
夏
の
春
を
承
け
る
な
り
。

６
善
善
〔
善
い
こ

と
〕
の
子
孫
に
及
ぶ
は
何
の
法
な
る
や
。
春
に
生
じ
て
夏
を
待
て
ば
、
復
た
長

ず
る
な
り
。
７
惡
惡
〔
惡
い
こ
と
〕
の
そ
の
身
だ
け
に
止
る
は
何
の
法
な
る
や
。

秋
に
煞(

＝
殺 

穫
り
入
れ
る)

し
、
冬
を
待
た
ざ
る
に
法
る
。

８
主
、
幼
な
り

て
、
臣
政
を
攝
る
は
何
に
法
る
や
。
土
用
は
季
孟
の
滝
に
事(

つ
か)
う
る
〔
こ
こ

は
意
が
不
明
〕
に
法
る
。

９
子
の
仇
に
復
す
る
は
何
に
法
る
や
。
土
の
水
に
勝

ち
、
水
の
火
に
勝
つ
に
法
る
な
り
。
１
０
子
、
父
に
順
い
、
妻
、
夫
に
順
い
、
臣
、

君
に
順
う
は
、
何
に
法
る
や
。
地
の
天
に
順
う
に
法
る
な
り
。 

天
子
所
以
內
明
而
外
昧
、
人
所
以
外
明
而
內
昧
何
。
明
天
人
欲
相
嚮
而
治
也
。
行
有
五
、
時

有
四
何
。
四
時
為
時
、
五
行
為
節
、
故
木
王
即
謂
之
春
、
金
王
即
謂
之
秋
、
土
尊
不
任
職
、

君
不
居
部
、
故
時
有
四
也
。
子
不
肯
禪
何
法
。
法
四
時
火
不
興
土
而
興
金
也
。
父
死
子
繼
何

法
。
法
木
終
火
王
也
。
兄
死
弟
及
何
法
。
夏
之
承
春
也
。
善
善
及
子
孫
何
法
。
春
生
待
夏
、

復
長
也
。
惡
惡
止
其
身
何
法
。
法
秋
煞
不
待
冬
。
主
幼
臣
攝
政
何
法
。
法
土
用
事
於
季
孟
之

滝
也
。
子
之
復
仇
何
法
。
法
土
勝
水
、
水
勝
火
也
。
子
順
父
、
妻
順
夫
、
臣
順
君
、
何
法
。

法
地
順
天
也
。 

 

１
１
男(

息
子)

、
父
母
を
離
れ
ざ
る
は
何
に
法
る
や
。
火
、
木
を
離
れ
ざ
る
に
法

る
な
り
。
１
２
女(

娘)

、
父
母
に
離
れ
る
は
何
に
法
る
や
。
法
水
流
れ
て
金
を
去
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る
に
法
る
な
り
。
１
３
妻
を
娶
り
て
親
し
く
迎
え
る
は
何
に
法
る
や
。
日
入
れ
ば
、

陽
の
下
陰(

く
ら)

き
に
法
る
な
り
。
１
４
君
、
臣
に
讓
る
は
何
に
法
る
や
。
月
に

三
十
日
あ
り
、
そ
れ
功
と
名
づ
く
る
に
法
る
な
り
〔
意
は
不
明
〕。
１
５
善
き
は

君
に
稱
え
、
過
ち
は
己
に
稱
す
る
は
何
に
法
る
や
。
陰
陽
は
共
に
敘(

つ
い)

じ
、

共
に
生
う
る
に
法
る
、
陽
は
名
づ
け
て
生
、
陰
は
名
づ
け
て
煞(

＝
殺)

。
１
６
臣

に
功
有
れ
ば
、
功
を
君
に
歸
す
は
何
に
法
る
や
。
明
ら
か
な
る
は
日
に
歸
す
に

法
る
な
り
。
１
７
臣
の
君
を
諫
め
る
は
何
に
法
る
や
。
金
は
木
を
正
す
に
法
る
な

り
。
１
８
子
の
父
を
諫
め
る
は
何
に
法
る
や
。
火
は
直
木
を
揉
め
る
に
法
る
な
り
。

１
９
臣
の
君
を
諫
め
る
も
從
わ
ざ
れ
ば
則
ち
去
る
は
何
に
法
る
や
。
水
は
下
か
ら

潤
し
て
上
に
達
す
る
に
法
る
な
り
。
２
０
君
子
は
子
に
遠
く
、
孫
に
近
き
は
何
に

法
る
や
。
木
は
火
に
遠
く
、
土
に
近
き
に
法
る
な
り
。
２
１
親
し
く
屬
臣
の
諫
め

る
も
相
い
去
ら
ざ
る
は
何
に
法
る
や
。
木
の
枝
葉
の
相
い
離
れ
ざ
る
に
法
る
な

り
。
２
２
父
が
子
の
爲
に
隱
れ
る(

引
退
す
る
、
い
た
む)

は
何
に
法
る
や
。
木
の
火

を
藏
す(

に
法
る)

な
り
。
２
３
子
が
父
の
爲
に
隱
れ
る
は
何
に
法
る
や
。
水
の
金

を
逃
る
る
に
法
る
な
り
〔
水
は
金
の
子
だ
が
、
水
中
に
刀
を
立
て
て
も
水
は
避

け
て
流
れ
る
〕
。
２
４
君
に
衆(

お
お
く
の)

民
あ
る
は
何
に
法
る
や
。
天
に
衆
星
あ

る
に
法
る
な
り
。
２
５
王
は
先
ず
親
近
に
賜
い
、
後
に
疏
遠
に(

賜
う)

は
何
に
法

る
や
。
天
の
雨
ふ
ら
す
に
、
高
け
れ
ば
先
に
こ
れ
を
得
る
に
法
る
な
り
。 

男(

息
子)

不
離
父
母
何
法
。
法
火
不
離
木
也
。
女(

娘)

離
父
母
何
法
。
法
水
流
去
金
也
。
娶
妻

親
迎
何
法
。
法
日
入
、
陽
下
陰
也
。
君
讓
臣
何
法
。
法
月
三
十
日
、
名
其
功
也
。
善
稱
君
、

過
稱
己
何
法
。
法
陰
陽
共
敘
共
生
、
陽
名
生
、
陰
名
煞
。
臣
有
功
、
歸
功
於
君
何
法
。
法
歸

明
於
日
也
。
臣
諫
君
何
法
。
法
金
正
木
也
。
子
諫
父
何
法
。
法
火
揉
直
木
也
。
臣
諫
君
、
不

從
則
去
何
法
。
法
水
潤
下
、
達
於
上
也
。
君
子
遠
子
、
近
孫
何
法
。
法
木
遠
火
、
近
土
也
。

親
屬
臣
諫
不
相
去
何
法
。
法
木
枝
葉
不
相
離
也
。
父
爲
子
隱
何
法
。
木
之
藏
火
也
。
子
爲
父
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隱
何
法
。
法
水
逃
金
也
。
君
有
衆
民
何
法
。
法
天
有
衆
星
也
。
王
者
賜
先
親
近
、
後
疏
遠
何

法
。
天
の
雨
ふ
ら
す
に
、
高
け
れ
ば
先
に
こ
れ
を
得
る
に
法
る
な
り
。 

 
２
６
長
幼
は
何
に
法
る
や
。
四
時
に
孟
、
仲
、
季
有
る
に
法
る
な
り
。
２
７
朋
友

は
何
に
法
る
や
。
水
、
合
流
し
て
相
い
承(

う)

く
る
に
法
る
な
り
。
２
８
父
母
の

子
を
生
し
て
、
長
子
に
養
う(

育
て
る)

は
何
に
法
る
。
水
の
木
を
生
か
し
長
大
な

ら
し
む
に
法
る
な
り
。
２
９
子
の
父
母
を
養
う(

扶
養
す
る)

は
何
に
法
る
。
夏
の

長
木
を
養
う
に
法
る
、
此
れ
火
の
母
〔
＝
木
〕
を
養
う
な
り
。
３
０
父
命
を
以
っ

て
廢
王
を
命
ぜ
ざ
る
は
何
に
法
る
や
。
金
は
土
を
畏
れ
ず
火
を
畏
れ
る
に
法
る
。

３
１
陽
の
舒(

ゆ
る)

や
か
に
し
て
陰
の
急
な
る
は
何
に
法
る
や
。
日
の
行
く
は
遲

く
、
月
の
行
く
は
疾
き
に
法
る
な
り
。
３
２
分
土
を
分
つ
こ
と
有
る
に
、
無
分
民

を
分
つ
こ
と
な
き
は
何
に
法
る
や
。
法
四
時
に
各
の
お
の
分
つ
有
り
て
、
生
ず

る
所
の
道
な
る
に
法
る
な
り
。
３
３
君
の
一(

ひ
と
り)

を
娶(

め
と)

り
、
九(

く
に
ん)

を
女(

め
あ
わ)

す
は
何
に
法
る
や
。
九
州
の
、
天
の
施(

ほ
ど
こ
し
＝
行
い)

に
象
る

に
法
る
な
り
。
３
４
同
姓
を
娶
ら
ざ
る
は
何
に
法
る
や
。
五
行
の
類
を
異
に
す
れ

ば
、
乃
ち
相
生
す
る
に
法
る
な
り
。
３
５
子
の
父
母
を
喪
う
は
何
に
法
る
や
。
木

は
水
を
見(

あ)

わ
ざ
れ
ば
則
ち
憔
悴
す
る
に
法
る
な
り
。
３
６
三
年
喪
す
は
何
に

法
る
や
。
三
年
を
一
閏
と
し
、
天
道
終
る
に
法
る
な
り
。
３
７
父
の
子
を
喪(

い

た)

み
、
夫
の
妻
を
喪
む
は
何
に
法
る
や
。
一
歲
す
れ
ば
物
に
終
始
有
り
、
天
氣

も
ま
た
爲
變
を
爲
す
に
法
る
な
り
。
３
８
年
に
六
十
閉
房
〔
意
は
不
明
〕
す
る
は

何
に
法
る
や
。
六
月
に
陽
氣
衰
う
る
に
法
る
な
り
。
３
９
人
に
五
藏
六
府
有
る
は

何
に
法
る
や
。
五
行
は
六
合
す
る
に
法
る
な
り
。
４
０
人
の
目
は
何
に
法
る
や
。
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日
月
の
明
ら
か
な
る
に
法
る
な
り
。
４
１
日
は
晝
を
照
ら
し
、
月
は
夜
を
照
ら
す
、

人
の
目
の
更
も
ご
も
照
ら
さ
ざ
る
は
何
に
法
る
や
。
日
も
ま
た
更
も
ご
も
用
事

を
す
る
な
り
。
４
２
王
の
二
王
の
後
ま
で
監
み
る
は
何
に
法
る
や
。
木
の
金
を
須

(

ま)

ち
以
っ
て
正
し
、
水
を
須
ち
て
以
っ
て
潤
す
に
法
る
な
り
。
４
３
明
王
は
先

ず
賞
し
、
後
に
罰
す
る
は
何
に
法
る
や
。
四
時
の
先
ず
生
じ
、
後
に
煞
す
る
に

法
る
な
り
。 

 

長
幼
何
法
。
法
四
時
有
孟
、
仲
、
季
也
。
朋
友
何
法
。
法
水
合
流
相
承
也
。
父
母
生
子
、
養

長
子
何
法
。
法
水
生
木
長
大
也
。
子
養
父
母
何
法
。
法
夏
養
長
木
、
此
火
養
母
也
。
不
以
父

命
廢
王
命
何
法
。
法
金
不
畏
土
而
畏
火
。
陽
舒
陰
急
何
法
。
法
日
行
遲
月
行
疾
也
。
有
分
土

無
分
民
何
法
。
法
四
時
各
有
分
而
所
生
者
道
也
。
君
一
娶
九
女
何
法
。
法
九
州
象
天
之
施
也
。

不
娶
同
姓
何
法
。
法
五
行
異
類
乃
相
生
也
。
子
喪
父
母
何
法
。
法
木
不
見
水
則
憔
悴
也
。
喪

三
年
何
法
。
法
三
年
一
閏
、
天
道
終
也
。
父
喪
子
、
夫
喪
妻
何
法
。
法
一
歲
物
有
終
始
、
天

氣
亦
爲
之
變
也
。
年
六
十
閉
房
何
法
。
法
六
月
陽
氣
衰
也
。
人
有
五
藏
六
府
何
法
。
法
五
行

六
合
也
。
人
目
何
法
。
法
日
月
明
也
。
日
照
晝
、
月
照
夜
、
人
目
所
不
更
照
何
法
。
日
亦
更

用
事
也
。
王
者
監
二
王
之
後
何
法
。
法
木
須
金
以
正
、
須
水
以
潤
也
。
明
王
先
賞
後
罰
何
法
。

法
四
時
先
生
、
後
煞
也
。 

 


